
123,870,000
２：基礎控除　3,000万円+600万円×3 -48,000,000 　遺産分割において、法定相続分１/２と同様

配　偶　者 1 75,870,000 　又は、その以上の割合で相続財産を取得した場合

子1 1 0 75,870,000 　　円×１/２　≧　1.6億円の場合

子2 1 0 配　偶　者 37,935,000
0 0 長男 18,967,500
0 0 次男 18,967,500 ７：配偶者の税額軽減後の税額

0 0

８：孫養子の２割加算

金額 構成比

60,050,000 ９：一親等の血族以外の相続人等の場合の２割加算

6,060,000 配　偶　者 5,587,000
子1 2,340,000

57,260,000 子2 2,340,000 １０：贈与税額控除

2,500,000
１１：相続時精算課税分の贈与税額

10,267,000 １２：未成年者控除

125,870,000
-2,000,000

0
0 １３：最終相続税額

0
123,870,000

税率 控除額

10 0
15 500,000
20 2,000,000
30 7,000,000
40 17,000,000
50 47,000,000

相　続　税　の　総　額　試　算被相続人様
評価時点 平成29年9月18日

30,000,001
50,000,001

100,000,001
300,000,001

（相続税速算表）

4,680,000

取得価額

1,000
10,000,001

合計

-5,587,000

4,680,000

18,967千円×15％-500千円

６：配偶者の税額軽減額

５：相続税の総額の計算

３年以内生前贈与加算

財産明細

生命保険

退職金

有価証券

37,935千円×20％-2,000千円

18,967千円×15％-500千円

４：法定相続分による取得額

75,870,000×1/4

１：相続財産の額

３：課税相続財産

75,870,000×1/2

75,870,000×1/4

相続時精算課税

生命保険・退職金非課税

法定相続人   有１無０ 氏　　　名
孫養子
有１　無０

合計

その他の財産

土地

建物

現金

預貯金

債務控除

財産の合計額


